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み

ず

ほ

ク

ラ

ブ

へ

ら

鮒

会

々

則

第

一

條

名

称

一
、
本
会
は
み
ず
ほ
ク
ラ
ブ
へ
ら
鮒
会
と
称
し
、
日
本
へ
ら
鮒
釣
研
究
会
に
所
属
（
み
ず
ほ
ク
ラ

ブ
支
部
）
す
る
純
然
た
る
趣
味
団
体
で
あ
る
。

二
、
本
会
の
連
絡
事
務
所
は
会
長
委
属
の
所
に
置
く
。

第

二

條

目

的

一
、
本
会
は
へ
ら
鮒
に
関
す
る
一
切
の
研
究
並
び
に
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
り
、
人
格
の
向
上
と

、

。

へ
ら
鮒
釣
界
の
進
展
に
寄
与
し

併
せ
て
釣
場
及
び
魚
属
保
護
に
貢
献
す
る
を
目
的
と
す
る

二
、
本
会
は
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
を
以
っ
て
行
動
し
、
本
会
の
品
位
保
持
を
旨
と
し
、
一
般
つ

り
人
の
模
範
た
る
べ
き
こ
と
を
信
條
と
す
る
。
こ
の
た
め
左
に
掲
げ
た
る
行
為
を
な
し
た
る

時
は
、
役
員
会
の
決
議
に
よ
り
除
名
以
下
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

本
会
の
秩
序
を
乱
し
品
位
を
傷
つ
け
、
或
い
は
会
務
の
運
営
を
妨
げ
る
行
為
、
ま
た
は
会
の

趣
旨
に
反
動
し
破
壊
的
言
動
を
な
す
行
為
。

２

本
会
々
員
共
同
の
利
益
及
び
目
的
を
阻
害
す
る
行
為
。

３

釣
り
道
徳
に
甚
だ
し
く
反
し
た
る
行
為
。

４

不
正
行
為
。

第

三

條

組

織

一
、
本
会
は
正
し
い
へ
ら
鮒
釣
愛
好
者
に
し
て
、
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
た
る
者
を
も
っ
て
組
織

す
る
。

二
、
本
会
の
行
事
及
び
会
計
年
度
は
毎
年
一
月
一
日
に
始
ま
り
一
二
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

三
、
本
会
則
の
変
更
は
原
則
と
し
て
総
会
に
於
い
て
出
席
者
の
半
数
以
上
の
賛
成
に
よ
り
行
う
。

第

四

條

行

事

一
、
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
行
事
を
行
う
。

１

月

例

常

会

原
則
と
し
て
、
毎
月
五
日
。
但
し
日
曜
祭
日
の
時
は
原
則
と
し
て
翌

日
と
す
る
。

２

月

例

釣

会

年
九
回
以
上
開
催
す
る
。

３

大

会

年
一
回
以
上
開
催
す
る

（
月
例
釣
会
を
兼
ね
て
も
差
し
支
え
な
い
）

。

４

そ

の

他

本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
と
認
め
た
事
項
。

第

五

條

会

費

一
、
会
費
は
会
則
及
び
役
員
会
の
決
議
事
項
に
従
う
も
の
と
す
る
。

二
、
本
会
に
入
会
を
希
望
す
る
も
の
は
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
会
員
二
名
以
上
の
保
証
を
得
て

「
入
会
誓
約
書
」
を
提
出
の
上
、
役
員
会
の
審
議
承
認
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
会
員
に
し
て
本
会
を
退
会
せ
ん
と
す
る
者
は
保
証
人
に
連
絡
の
上
、
会
員
証
、
制
帽
及
び
バ

ッ
ヂ
（
本
会
及
び
日
研
バ
ッ
ヂ
）
を
添
え
て
退
会
届
を
役
員
会
に
提
出
す
る
。

四
、
会
員
は
月
例
常
会
に
出
席
し
、
月
例
釣
会
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
会
員
は
へ
ら
鮒
の
愛
護
と
増
殖
を
図
る
精
神
に
基
き
、
釣
魚
の
取
り
扱
い
に
意
を
注
ぎ
必
ず

再
放
流
す
る
こ
と
。

六
、
会
員
は
野
べ
ら
の
密
漁
乱
獲
を
防
止
す
る
本
旨
に
従
い
、
こ
れ
を
も
っ
て
営
業
す
る
「
釣
り

堀
」
へ
の
入
場
は
禁
止
す
る
。

七
、
会
員
は
自
動
車
運
行
規
定
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
本
会
に
功
労
あ
り
た
る
者
は
、
役
員
会
の
決
議
に
よ
り
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



第

六

條

役

員

及

び

そ

の

任

務

一
、
本
会
は
左
の
役
員
を
置
き
、
そ
の
任
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。
な
を
兼
務
は
妨
げ
な
い
。

会

長

一

名

本
会
を
代
表
し
会
務
を
総
統
す
る
。

副

会

長

一

名

会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故
あ
る
時
は
代
行
す
る
。

会

計

一

名

経
理
全
般

会
計
監
査

若
干
名

会
計
監
査
一
般

総

務

若
干
名

会
員
の
入
退
会
事
務
、
器
具
購
入
物
品
保
管
、
賞
品
の
購
入
、
常

会
そ
の
他
の
出
欠
記
録
。

企
画
運
営

若
干
名

諸
行
事
の
企
画
及
び
実
施
。

審

判

若
干
名

競
技
会
の
進
行
、
監
督
、
検
量
、
検
魚
、
判
定
、
成
績
発
表
。

広
報
記
録

若
干
名

書
類
の
発
受
信
、
月
例
釣
会
月
例
常
会
役
員
会
そ
の
他
全
般
の
通

達
及
び
記
録
、
会
報
等
の
発
行
。

会

議

若
干
名

会
議
の
招
集
及
び
進
行
、
諸
行
事
の
発
表
並
び
に
そ
の
司
会
。

輸

送

若
干
名

輸
送
に
関
す
る
一
切
の
業
務
。

特
別
会
計

若
干
名

月
例
釣
会
参
加
費
そ
の
他
特
殊
会
費
の
徴
収
等
。

支

部

長

一

名

支
部
を
代
表
し
日
本
へ
ら
鮒
釣
研
究
会
関
係
の
会
務
を
担
当
す
る

常
任
理
事

一

名

主
と
し
て
日
本
へ
ら
研
本
部
の
運
営
に
当
た
る
（
支
部
推
薦
状
任

理
事
一
名
、
本
部
推
薦
状
任
理
事
あ
る
と
き
は
０
名
と
す
）

理

事

二

名

本
支
部
間
の
連
絡
並
び
に
会
務
の
執
行
に
当
た
る
。

連
絡
責
任
者
一

名

本
支
部
間
の
諸
書
類
の
発
受
信
及
び
連
絡
に
当
た
る
。

二
、
顧
問
、
相
談
役
は
本
会
に
功
績
あ
り
た
る
も
の
に
つ
き
総
会
に
於
い
て
推
薦
す
る
。

三
、
役
員
の
任
期
は
二
年
と
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。

四
、
役
員
は
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
会
議
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
会
議
に
欠
席
頻

繁
な
る
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
職
を
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第

七

條

会

議

運

営

一
、
本
会
の
会
議
は
総
会
及
び
役
員
会
と
す
る
。

二
、
総
会
は
年
一
回
と
し
年
度
末
に
開
催
す
る
、
但
し
必
要
に
応
じ
臨
時
総
会
を
開
く
こ
と
が

で
き
る
。

三
、
役
員
会
は
会
長
必
要
あ
り
と
認
め
た
る
時
、
随
時
開
催
し
会
務
に
当
た
る
。

四
、
総
て
の
会
議
は
出
席
会
員
の
過
半
数
（
委
任
状
を
含
む
）
の
同
意
を
得
た
る
場
合
に
成
立

す
る
。

五
、
緊
急
を
要
す
る
時
は
役
員
会
に
於
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第

八

條

慶

弔

一
、
本
会
員
の
冠
婚
葬
祭
に
当
た
り
て
は
左
の
金
品
を
支
出
す
る
。

１

弔

慰

金

本

人

死

亡

一
〇
、
〇
〇
〇
円

配
偶
者

死

亡

五
、
〇
〇
〇
円

本
人
の
両
親
及
び
子
供
の
死
亡

五
、
〇
〇
〇
円

２

見

舞

金

本

人

一
週
間
以
上
の
入
院
、
ま
た

五
、
〇
〇
〇
円

は
二
〇
日
以
上
の
自
宅
療
養
の
場
合

火
災
そ
の
他
の
災
害
の
場
合

（
役
員
会
の
協
議
の
上
定
め
る
）

３

祝

金

本
人
の
結
婚

五
、
〇
〇
〇
円

４

献

花

本
人
及
び
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
両
親
が
死
亡
し
た
る
時
は
、
本
会
名
の
花
輪
を
献
花

す
る
。



第

九

條

経

理

一
、
本
会
の
経
費
は
会
費
及
び
入
会
金
、
特
別
収
入
並
び
に
寄
付
金
そ
の
他
を
も
っ
て
充
て

る
。

二
、
会
費
は
年
額
一
五
、
〇
〇
〇
円
と
し
、
前
期
八
、
〇
〇
〇
円
、
後
期
七
、
〇
〇
〇
円
を

夫
々
初
頭
月
に
全
納
す
る
。

三
、
入
会
金
は
六
、
〇
〇
〇
円
と
し
、
正
帽
、
バ
ッ
ジ
を
貸
与
す
る
。

四
、
会
費
に
て
賄
い
得
な
い
特
殊
経
費
に
つ
い
て
は
会
員
の
承
認
を
得
て
随
時
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

五
、
会
員
に
し
て
各
期
分
を
三
ヶ
月
を
経
て
も
未
納
し
、
催
告
し
て
も
連
絡
な
き
も
の
は
自

然
休
会
と
し
、
な
お
三
ヶ
月
連
絡
な
き
時
は
自
然
退
会
と
す
る
。

六
、
本
会
の
行
事
及
び
会
務
遂
行
に
あ
た
り
生
じ
た
損
害
補
償
関
係
事
項
に
つ
い
て
は
一
切

各
自
負
担
と
し
、
本
会
は
こ
れ
に
関
与
し
な
い
も
の
と
す
る
。

※

年
会
費

一
五
、
〇
〇
〇
円

平
成
十
年
総
会
に
て
改
正

※

見
舞
金

五
、
〇
〇
〇
円

平
成
二
十
一
年
総
会
に
て
改
正

附

則

一
、
本
会
則
は
昭
和

年
一
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
。

二
、
競
技
規
定
は
「
日
本
へ
ら
鮒
釣
研
究
会
」
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
、
自
動
車
運
行
規
定
は
別
に
定
め
る
。

四
、
特
別
見
舞
金
規
定
は
別
に
定
め
る
。

自

動

車

運

行

規

定

一
、
本
規
定
は
み
ず
ほ
ク
ラ
ブ
へ
ら
鮒
会
が
釣
行
の
際
、
会
員
輸
送
の
た
め
自
家
用
車
を
使

用
す
る
時
適
用
す
る
。

二
、
本
規
定
の
目
的
は
自
家
用
車
の
運
行
に
関
す
る
一
切
の
事
項
を
討
議
し
、
正
し
い
運
行

を
計
り
、
事
故
を
絶
対
お
こ
さ
ぬ
よ
う
万
全
の
処
置
を
講
ず
る
を
目
的
と
す
る
。

三
、
本
規
定
の
変
更
は
そ
う
か
い
に
於
い
て
出
席
者
の
過
半
数
の
賛
成
に
よ
り
行
う
。
但
し

緊
急
を
要
す
る
と
き
は
役
員
会
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

規

定

一
、
輸
送
部
は
複
数
以
上
の
車
を
使
用
す
る
時
は
所
定
の
一
連
番
号
票
を
車
両
の
前
後
の
処

定
の
箇
所
に
添
付
け
さ
せ
、
且
つ
所
定
の
会
旗
を
車
両
に
掲
示
さ
せ
る
。

二
、
輸
送
部
は
万
一
運
行
計
画
を
変
更
す
る
時
は
速
や
か
に
各
運
転
者
に
通
達
し
、
且
つ
変

更
事
項
の
徹
底
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
輸
送
部
は
運
行
の
経
路
そ
の
他
を
予
め
計
画
す
る
と
と
も
に
、
運
行
地
図
並
び
に
運
行

時
刻
表
を
作
成
し
各
車
に
配
布
す
る
。

四
、
輸
送
部
は
運
転
者
の
健
康
管
理
に
は
充
分
留
意
し
、
各
車
両
に
は
二
名
以
上
の
運
転
者

を
配
置
し
、
交
互
に
運
転
さ
せ
疲
労
運
転
ま
た
は
居
眠
り
運
転
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

五
、
輸
送
部
は
運
転
者
の
交
替
実
施
を
厳
守
せ
し
め
、
且
つ
助
手
席
に
於
い
て
の
睡
眠
を
厳

禁
す
る
こ
と
。

六
、
運
転
者
は
交
通
法
規
を
厳
守
す
る
は
勿
論
、
輸
送
部
の
計
画
に
従
い
絶
対
に
事
故
を
お

こ
さ
ぬ
よ
う
慎
重
に
運
転
を
実
施
す
る
こ
と
。

七
、
自
動
車
の
走
行
順
位
、
速
度
そ
の
他
輸
送
部
の
指
示
は
厳
守
し
、
自
己
の
判
断
に
よ
る

変
更
は
出
来
な
い
。

八
、
自
動
車
の
提
供
者
は
、
事
前
に
整
備
を
徹
底
し
、
故
障
の
発
生
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。



特

別

規

定

一
、
月
例
釣
会
等
で
本
会
が
正
式
に
運
転
を
依
頼
し
た
と
き
生
じ
た
当
該
自
家
用
車
の
損
害

に
対
し
、
見
舞
金
を
支
出
す
る
。

二
、
そ
の
範
囲
は
指
定
の
集
合
場
所
よ
り
指
定
の
帰
還
場
所
ま
で
の
間
と
す
る
。

三
、
損
害
が
生
じ
た
る
時
は
審
査
委
員
会
の
審
査
に
よ
り
最
高
五
〇
、
〇
〇
〇
円
ま
で
支
出

す
る
。

四
、
審
査
委
員
は
役
員
に
て
構
成
す
る
。

五
、
左
の
場
合
は
見
舞
金
の
支
出
は
認
め
な
い
。

１

勝
手
に
道
路
を
変
更
し
て
運
転
し
、
そ
の
際
生
じ
た
る
損
害
。

２

飲
酒
時
の
運
転
に
よ
っ
て
生
じ
た
る
損
害
。


